


●契約期間が終了すれば、離作料を支払うことなく、自動的に地主
　に農地が返ってきます。

●公的機関［市町村・農業委員会・農地中間管理機構（県園芸協
会）・農地利用集積円滑化団体］が仲介するので安心して農地の
貸し借りが出来ます。

●手続きが非常に簡単（市町村・農業委員会等が手続きをしてくれます）
　で、手数料等一切かかりません。

●要件に該当すれば、助成金制度の活用が出来ます。


